
- 1 - 

会    議    録 
会議の名称 第 10回南方地域開校準備委員会 

開催日時 

 

 

令和８年１月 27日（火） 

午後７時 00分 開会 

午後７時 55分 閉会 

開催場所 南方公民館 ２階 研修室 

委員出席者 

永 浦 清太郎  委員 南方小学校ＰＴＡ 

鈴 木 修 仁  委員 西郷小学校ＰＴＡ 

亀 井  希   委員 東郷小学校ＰＴＡ 

髙 橋 俊 朗  委員 南方小学校学校運営協議会 

熊 谷  一   委員 西郷小学校学校運営協議会 

鹿 野 幸 子  委員 東郷小学校学校運営協議会 

高 橋 朋 子  委員 南方中学校学校運営協議会 

山 田 俊 道  委員長 南方地域行政区長会 

鈴 木 久 美  委員 南方小学校校長 

佐 藤  康   委員 西郷小学校校長 

熊 谷 るみ子  委員 東郷小学校校長 

千 葉 和 幸  委員 南方中学校校長 

教育委員会・ 

事務局出席者 

小野寺 文 晃 教育委員会教育長 

安 部 保 男 学校再編推進室長 

菊 地 泰 弘 学校再編推進室長補佐兼学校再編推進係長 

西 條 貴 伸 学校再編推進室主査 

髙 橋 昂 平 学校再編推進室主事 

欠席者 

佐々木 佑 貴  副委員長 南方中学校ＰＴＡ 

佐 竹 真由美  委員 南方幼稚園ＰＴＡ 

浅 野 貴 弘  委員 南方認定こども園父母の会 

傍聴者 ２人 

議事 

(1) 南方地域学校再編実施計画の変更について 

(2) （仮称）南方小学校の校章の選定について 

(3) （仮称）南方小学校の校歌の制作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事１ 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

 

開会 午後７時 00分 

 

第 10回南方地域開校準備委員会を開会する。 

はじめに、委員の交代があるので、委嘱状の交付を行う。 

 

（新委員に委嘱状を交付） 

（教育長挨拶） 

 

議事に入る。進行は委員長にお願いする。 

 

議事１は、「南方地域学校再編実施計画の変更について」である。 

前回の会議では、教育委員会から、（仮称）南方小学校の開校が１年遅

れることと、その理由について説明を受けた。 

本日は、先に学校再編準備委員会で決定している「南方地域学校再編

実施計画」の変更について議事とする。事務局に説明をお願いする。 

 

所  属 氏  名 

南方中学校 
学校運営協議会 

新 高 橋 朋 子 

旧 三 浦 隆 悦 
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議事２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料１－１、１－２、１－３に基づき説明） 

 

事務局の説明について、質問や意見はあるか。 

 

２点伺いたい。まず、開校時期についてだが、米山の複合化施設の整

備でも計画が遅れているようだ。南方の場合、本当に１年の延期で大丈

夫なのか。 

もう一つは駐車場についてだ。グラウンドを校舎等の建設に使用しな

いのであれば、十分な駐車場を確保できるのか。少なくとも現状と同程

度の収容能力は必要だと思うが。 

 

まず、開校時期についてだが、米山地域の場合には、校舎が複合施設

の一部で設計が複雑であることが一因となり、時間を要している。南方

の場合は学校単独の施設であり、よほどの大きな災害等がない限り、令

和 11年４月に開校できるスケジュールで進めているので、ご理解いただ

きたい。 

次に駐車場についてだが、委員のご指摘のとおり 20台分近くの駐車ス

ペースを使用する形になる。今後、庁舎のあり方を検討していくことを

議会でも市長からお話しているが、南方庁舎を含めた各庁舎のあり方が

しっかり整理された段階で、駐車場についてもあらためて精査したいと

考えている。 

 

ほかに質問等はないか。 

 

（なし） 

 

なければ、事務局説明のとおり、実施計画の変更に合意したいと思う

がよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのように決定する。 

議事２「（仮称）南方小学校の校章の選定について」に移る。事務局か

ら説明をお願いする。 

 

（資料２－１、２－２、２－３に基づき説明） 

 

投票対象とする作品は前回の会議で決めたが、資料２－１のとおり、

複数のパターンがある。作品番号 S-004 は、補作していただき８つのパ

ターンを作っていただいた。また、作品番号 A-004 は原作（①）と原作

から英字部分を取り除いたもの（②）の２パターンがある。それぞれど

れを投票対象とするか決めたい。 

まず、作品番号 A-004 についてはいかがか。２つだけなので、いずれ

が良いか挙手をお願いしたい。 

 

（採決） 
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委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

英字部分を除いた②が良いという委員が大多数だ。②に決定してよろ

しいか。 

 

（異議なし） 

 

次に、S-004についてはいかがか。８つのパターンがる。意見があれば

発言していただきたい。 

 

最も原作に沿ったものを投票対象とすべきではないか。たとえば補作

した作品の中には、桜のデザインの輪郭に線を加えたものがある。この

線は原作にない要素だ。原作にない要素を加えてしまうと、補作者の力

量によって投票結果が左右されることになりかねない。原作にない要素

を加える補作は、原案が決まったあとに検討するものだと思う。 

 

校章の色というのは、運動着の色や用途によって異なるように感じる

が、実際はどうなのか。 

 

ベースとなる色に合わせて校章の色を変えることも珍しくない。校旗

と運動着で校章の色が異なるというケースもある。 

 

運動着に校章を入れる学校ばかりではない。費用面を考慮して校章を

入れない場合もある。 

 

きょうの議事はあくまで校章デザインの原案となるものの候補をどれ

にするかということなので、配色やデザイン要素の追加・変更などは、

今後の会議で行うことを想定している。 

 

原案に沿ったものと考えた場合、①がもっとも適切だと思う。 

 

３つの作品のどれが選ばれたとしても、決定後に補作する余地がある。

この S-004 については、原案に最も近い①を投票対象として、決定され

た場合に補作について検討することとしたいが、いかがか。 

 

（異議なし） 

 

では、作品番号 S-004は、原作に最も近い①を投票対象とする。 

 

作品番号 A-004 については、原作の一部分を取り除いた②を選んだと

ころだが、「原作に最も近いものを選ぶ」という考えから検討しなおす必

要はあるか。 

 

デザイン自体を変更するものではないので、英字部分を取り除いた②

でいいのではないか。 

 

A-004の原作にある「TOME CITY MINAMI ELEMENTARY SCHOOL」という

表記は不自然に感じる。やはり英字部分は取り除いて良いと思う。 
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その他 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

では、先に決定したとおり英字を取り除いた②を投票対象とすること

にしたい。 

 

投票にあたっては、各小学校のご協力が必要になる。よろしくお願い

したい。 

 

では、事務局には投票の準備をお願いする。 

続いて議事３「（仮称）南方小学校の校歌の制作について」に移る。前

回までの会議で、校歌の制作をＡさんにお願いするという意見と、Ｃさ

ん・Ｄさんにお願いするという意見があり、各委員に検討をお願いして

いた。委員から意見等があれば発言していただきたい。 

 

どちらも校歌の制作にふさわしいと思うが、どちらかに決める必要が

ある。私は、校歌の制作はＣさん・Ｄさんにお願いすることとし、Ａさ

んには、新しい南方小学校の児童会の歌の制作をお願いできないかと考

える。 

 

他の委員はいかがか。 

 

児童会の歌の制作に対する謝礼金などの予算はあるのか。 

 

児童会の歌の制作については、特に予算措置はしていない。他地域で

も同様なのでご理解いただきたい。きょうは校歌を議事としているので、

児童会の歌については別の機会に協議していただきたい。 

 

私も、Ｃさん・Ｄさんにお願いする案に賛成だ。 

 

Ｃさん・Ｄさんにお願いするという意見が多いようだが、ほかに意見

等はないか。なければＣさん・Ｄさんにお願いすることに決定したいが、

よろしいか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのように決定する。議事３は以上とする。 

予定していた議事は以上だが、委員からほかに何か発言はあるか。 

なければ、事務局から次回の日程等について連絡をお願いする。 

 

次回の会議は、校章の投票が終わったあとの２月下旬を予定している。

具体的な日程は、改めて連絡する。 

以上で、第 10回南方地域開校準備委員会を終了する。 

 

閉会 午後７時 55分 

 


